
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」について 

 

１ 概要 

  議員立法による「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第８１号）」

（以下「法」という。）が令和３年６月１１日可決・成立し，同年６月１８日に公布，同年９月１８日

に施行された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療的ケア児支援センターの設置について 

（１）背景等 

  以下の背景等を踏まえ，法第１４条の規定において，都道府県知事は，医療的ケア児支援センタ

ーを指定により行わせ又は，自ら行うことができるとされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法第１４条の立法趣旨】 

 医療的ケア児の支援については，その専門性等から，個々の制度の相談窓口だけで適切な支援に

繋げることが難しい場合があり，医療的ケア児の家族にとっては，様々なニーズについて，どこに

相談をすれば適切な支援に繋がるのか分かりにくいという課題があった。 

 また，支援に当たっては，医療，福祉，教育，労働等の多機関が連携して支援に当たることが重

要であるが，連携が円滑に行われているとは限らない状況にあった。 

上記を踏まえ，医療的ケア児支援センターの機能は，以下の点が期待される 

○ 相談支援に係る「情報の集約点」になること 

○ どこに相談すれば良いか分からない状況にある医療的ケア児の家族等からの相談をまずしっ 

かり受け止め，関係機関と連携してたいそうすること 

○ 医療，保健，福祉，教育，労働等の多機関にまたがる支援の調整に中核的な役割を果たすこと 

資料２ 



（２）医療的ケア児支援センター業務 

   厚生労働省事務連絡において，センターの業務等について以下のとおり示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国が求めるセンター機能【法第１４条及び事務連絡】 

【指定等】 

指定又は自ら実施 

【職員配置】 

職員のうち１名以上は，医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した者若しくは同等の知識

を有する者を配置することが適当 

【業務の範囲】 

① 医療的ケア児及びその家族，その他関係者に対し，専門的に，その相談に応じ，又は情報の提供 

若しくは助言その他の支援を行うこと 

② 医療，保健，福祉，教育，労働等に関する業務を行う関係機関等並びにこれに従事する者に対し 

て医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと 

③ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して，医療，福祉，教育，労働等に関する業務を行 

う関係機関等との連絡調整を行うこと。 

宮城県医療的ケア児等相談支援センター（仮称）機能（案）【現在検討中】 

【指定等】 

社会福祉法人等を指定の上，委託事業として実施 

【支援の対象】 

医療的ケアが必要な障害児者及びその家族並びに支援に携わる市町村や事業所等 

【職員配置】 

専従職員(３名以上）：専門相談支援員，社会福祉士，保健師，看護師，理学療法士等の資格を有し，

障害者支援に５年以上従事した者（うち１名以上は，医療的ケア児等コーディ 

ネーターを配置） 

 専門職アドバイザー：医師及び薬剤師等，専門分野に関する対応又は助言が必要な場合に，適宜招集 

（委嘱）       

【業務の範囲】 

① 総合的・専門的な相談支援 

  ・医療的ケア児者及びその家族（医療的ケア児等）への相談支援【直接支援】 

  ・市町村及び支援を行う事業所等（関係機関等）への相談支援【支援者支援】 

② 医療的ケア児等及び関係機関等への情報提供及び研修 

  ・支援に関する様々な情報を集約，ホームページやパンフレット等で発信 

  ・支援に関する好事例等の収集・蓄積・発信 

  ・県民に対する医療的ケアに係る普及啓発 

  ・人材育成研修等 

③ 関係機関等との連絡調整 

  ・複数の関係機関等との調整を要する場合の連絡調整 

  ・各種協議の場への参画 

④ 医療的ケア児等支援に係る調査等 

  ・医療的ケア児等の状況，社会資源の把握など，必要に応じた調査の実施 


